
地 域 再 生 計 画 

 
１ 地域再生計画の名称 

  八幡平市｢農
みのり

と輝
ひかり

の大地｣再生計画  

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  岩手県八幡平市 
 
３ 地域再生計画の区域 

  八幡平市の全域 
 
４ 地域再生計画の目標 

  八幡平市は、県都盛岡市から北西約２７キロメートルの場所に位置し、面

積は８６２．２５㎞２、人口は約３１，０００人で南端に秀峰岩手山、西部地

域には八幡平をはじめとする奥羽山脈の山々が南北に連なり、中央部には安

比高原の前森山、七時雨山などの山々が横断し、全国に名だたる十和田八幡

平国立公園の八幡平地域を形成している。これらの山々を源として南東部に

北上川水系の松川など、北東部は馬渕川水系の安比川が太平洋に注ぎ、北西

部には米代川が日本海へ注いでおり、大きく３つの水系に分かれ、それぞれ

の川沿いには、平坦地が開け市街地及び集落を形成している地域である。 
  これらの地域のうち、北上川水系の中央部は平坦であり、比較的肥沃な土

壌に恵まれ、奥羽山系を源とする松川と七時雨山系を源とする涼川の豊富な

水資源によって農地が潤い、基幹産業である農業が営まれている。また、馬

渕川水系及び米代川水系は中山間地の特性を生かし園芸、果樹生産等が盛ん

に行われている。 
  しかし、豊富な水資源に恵まれているものの、農業用用排水路及び河川等

の公共用水域は、未処理のまま放流される家庭雑排水に起因する水質悪化が

問題となり、生活環境の改善が求められている。特に、農業生産の場である

農村地域は、豊かな緑や美しい田園など、潤いのある農村景観の形成に努め

る必要がある中、家庭雑排水の流入などにより農村生活や基幹産業である

米・畜産・園芸の複合経営など多様な農業展開をし、安心安全な農産物供給

地を目指す本市の農業に支障を来たしている。 
  本市では、このような状況下において、公共下水道などの汚水処理施設は

地域生活に欠かせないシビルミニマムとして位置付け、中心部の市街地を対

象に公共下水道事業を、水との関わりが深い農業振興地域においては農業集

落排水事業を、そして、市全域の集合処理区域以外の住宅には、浄化槽の市

町村設置型事業（個人設置型は平成４年度から）を導入し、市民の要望であ

る、汚水処理施設の早期整備を実現すべく、種々の事業を活用し汚水処理施



設を整備しているところであるが、平成２１年度末における本市の汚水処理

施設整備率は約７０％で、さらなる整備の促進が求められている。  
  このため、自然豊かできれいな水によって生産した、全国に誇れる八幡平

市特産の雨よけホウレンソウ（昭和６３年に天皇賞を受賞）や、質・生産量

とも日本一のリンドウなど、各種の農業生産物を「自然の恵みに満ちた産地」

の商品として更なるイメージアップとブランド化を推進し、全国へ発信する

ことが地域再生の手段となりえるものであり、汚水処理施設整備を一層促進

することにより、岩手山などの奥羽山系から湧き出た水が家庭雑排水等で水

質悪化されることなく保全することが大切である。 
これにより、農業生産力を回復させ、販売額を拡大することにより農業所

得の向上に、ひいては地域経済全体の活性化を図り、農業地域の再生を目指

す必要がある。 
  本市の恵まれた自然環境を保全・活用し、快適で住みよい農村環境を形成

するためには、農村地域の再生が求められる。 
 
 （目標１） 汚水処理施設の整備の促進（八幡平市の汚水処理施設整備率を

７０％から８０.８％に向上）   
（目標２） 農業特産品の生産額の向上（雨よけホウレンソウ出荷額を７億

円から８億円に増加）  
 
５ 目標を達成するために行う事業 

5-1 全体の概要 

市民の要望である汚水処理施設の早期整備実現のため、その地域の特質 

にあった整備手法を選択し、経済的・効率的に早期整備するため、公共下 

水道、農業集落排水、浄化槽の３事業を有効に活用する。 

具体的には、市街地などの住宅密集地は公共下水道、農村部の住宅連坦

地域は農業集落排水、それ以外の散居地域は浄化槽の事業をもって整備を

進める。 

 一方において、農業生産基盤整備を推進するため、ホウレンソウ等大規

模生産団地の整備や認定農業者等の組織化を進めることにより、日本一の

ホウレンソウ産地の確立、資源循環型農業による集落営農体制の構築を図

る。 

汚水処理事業とともに農業生産基盤の整備を展開することにより、自然

の恵みを最大限に生かした農産物の産地としてイメージアップとブラン

ド化を推進し、農業生産力の回復、農業所得の向上により農村地域の再生

を目指す。 

 5-2  法第五章の特別の措置を適用して行う事業 

(1) 汚水処理施設整備交付金を活用する事業  

    対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了してい



る。なお、整備箇所については、別添の整備箇所を示した図面による。 
・ 公共下水道……平成２０年１月１１日に事業認可 
・ 農業集落排水 

（田頭・平笠地区）……平成１８年１月１２日に事業採択の通知 
県より受けている。 

（時森地区）……………平成２２年１月に事業計画承認の通知 
を受けている。 

【事業主体】 
     いずれも八幡平市  
  【施設の種類】 
     公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽（市町村設置型及び個人設

置型） 
  【事業区域】 
    ・公共下水道       八幡平市 大更、田頭、平舘大久保、平

舘共新、平舘小福田、平舘東地

区（平成 20 年 1 月 11 日事業認

可済区域） 
    ・農業集落排水施設    八幡平市 間羽松、中村、高宮、舘腰、

薬師、上平笠、中平笠、下平笠        

                      南平笠地区、上時森、下時森 
・浄化槽（市町村設置型） 八幡平市 八幡平市の全域（西根地区の

公共下水道・農業集落排水施設

整備区域、松尾地区の農業集落

排水施設整備区域・八幡平温泉

郷地区・松川温泉地区・安比地

区及び安代地区の特定環境保

全公共下水道・農業集落排水施

設整備区域を除く） 
・浄化槽（個人設置型）  八幡平市 八幡平市のうち西根地区・安

代地区の公共下水道事業整備

区域（特定環境保全公共下水道

含む）、農業集落排水施設整備

区域で未認可区域及び農業集

落排水事業整備地区のうち未

採択地区で７年以上整備の見

込めない区域及び松尾地区の

八幡平温泉郷地区・松川温泉地

区・安比地区 
 



 
  【事業期間】 
    ・公共下水道       平成２２年度～２６年度  
    ・農業集落排水施設    平成２２年度～２６年度 

・ 浄化槽（市町村設置型） 平成２２年度～２６年度 
     （個人設置型）  平成２２年度～２６年度 

  【整備量】 
   ・公共下水道 交付金対象事業 φ200～400ｍ/ｍ L=１１，１００ｍ 
                        単独事業 φ150～200ｍ/ｍ L= １，３９４ｍ 

・農業集落排水施設 
交付金対象事業  φ150～250ｍ/ｍ L=１３，４６５ｍ 

             単独事業  φ75～150ｍ/ｍ L= ２，９９６ｍ 
・浄化槽   市町村設置型及び個人設置型 ２００基               

    なお、各施設による新規の処理人口は、下記のとおり。 
    公共下水道１，６００人、農業集落排水施設１，０００人 

浄化槽（市町村設置型）５７０人、（個人設置型）１９０人 
  【事業費】 
    公共下水道      交付金対象事業費 １，１１８，８２８千円 

（うち、交付金  ５５９，４１４千円） 
               単独事業費      １３４，６６９千円 
    農業集落排水施設   交付金対象事業費 １，２５５，４３０千円 
                 （うち、交付金  ６２７，７１５千円） 
               単独事業費      ２６３，０００千円 
    浄化槽（市町村設置型）交付金対象事業費   １６７，６７０千円 
                 （うち、交付金   ５５，８９０千円） 
    浄化槽（個人設置型） 交付金対象事業費    ２２，０５０千円 
                 （うち、交付金    ７，３５０千円） 
    合 計        交付金対象事業費 ２，５６３，９７８千円 
                 （うち、交付金１，２５０，３６９千円） 
               単独事業費      ３９７，６６９千円 
5-3 その他の事業 

  (1) 担い手農家を総合的に支援する。 

生産組合等の省力化・低コスト化生産施設整備、受託作業集積の生産 

管理用機械の導入 

(2) 大規模な野菜生産団地を整備する。 

  日本一のホウレンソウ産地として、大規模野菜生産団地を造成 

(3) 認定農業者等の組織化と集落営農体制の構築を支援する。 

  認定農業者や担い手農家の組織化と共同利用施設整備、資源循環型農 

業による集落営農体制の構築 



 
６ 計画期間 

  平成２２年度～平成２６年度 
 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  八幡平市が計画終了後に計画の目標に示す数値に照らし状況を調査、評価、

公表する。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

  該当なし 


